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高知県公立学校職員の昇給区分決定に係る実施要領

ｌ昇給制度の概要

１趣旨

公立学校職員の給与に関する条例（昭和２９年条例第３７号）第２条及び技能職員の給与の

種類及び基準に関する条例（昭和３２年条例第５６号）第２条に規定する職員に係る職員の初

任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（昭和３２年人事委員会規則第７号）第２７条に規定

する昇給区分決定についてこの要領により定めます。

２昇給区分と勤務成績

（１）昇給区分

職員の勤務成績に応じた昇給区分、昇給区分毎の昇給号給数及び勤務成績は次の表のと

おりです。

なお、昇給号給数欄の下段の号給数は、５５歳に達した日以後の最初の３月３１日を超

えて在職する職員に適用します。

（２）昇給区分の決定のための勤務成績・

昇給区分は、休暇情報等とあわせて、昇給日前１年間の勤務成績に基づいて決定されま

す。

昇給は、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第２５条において、「当該職員

の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなけ

ればならない｡」と規定されており、この「職務について監督する地位にある者の証明」の

基礎として人事評価を活用することにより、人事評価を昇給区分決定のための勤務成績と

して昇給に反映させます。

なお、人事評価の活用に当たっては当該評点に、次に掲げる職階・職種・ステージに応

じたウエイトを乗じることとしています。

※本説明書の「昇給制度に係る人事委員会規則・通知の概要」（Ｐ１６～２０）も参照し

てください。

１

昇給区分 昇給号給数 勤務成積

Ｉ
8号給以上

４号給以上
勤務成績が極めて良好である職員

Ⅱ
、６号給

３号給
勤務成績が特に良好である職員

Ⅲ
４号給

２号給
勤務成績が良好である職員

Ⅳ
２号給

1号給
勤務成綴がやや良好でない職員

Ｖ Ｏ(昇給なし） 勤務成績が良好でない職員
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関係書類の保管

勤務実績調書、昇給内申書及び昇給内申変更書は、

３

県教育委員会事務局において１０年間

保存することとします。

４昇給区分に関する開示請求

（１）評定を受けた職員は、口頭及び郵送により勤務実績調書の開示を高知県教育委員会事務
局教育政策課に申し出ることができます。

（２）開示の申出ができる期間は、４月１日から１月間とします。

（３）郵送開示の方法

①申請書類：高知県公立学校職員の昇給区分に関する郵送開示請求書（第６号様式）

②添付書類：ｂ本人確認書類（運転免許証回旅券（パスポート）、健康保険証（公立学

校共済組合員証）のいずれか）の写し

・８０円分の切手を貼り、送付先を所属とした返送用封筒

（長３定形封筒（Z3cmx12cm））

※簡易書留による郵送を希望する場合は、３８０円分の切手を貼ってください。

③請求先：高知県教育委員会事務局教育政策課

５昇給制度に関する苦情

昇給区分に関する苦情の申出については、「昇給制度に関する苦情の申出及びその取扱いに

関する要綱」で定めています。（P,２１～P,３０を参照）

２

ウェイト竈

職名
職名

区分

女

成黒

① ②

,応了

③

-る人事評 西の評

｜能 プ 】

|④ ⑤ ⑥ ⑦

西項

⑧

ヨ

態度

⑨ ⑩
校長 １ '６ ６ ６ '５ ４ ５ ５ １ １ １

副校長 ２ '５ ５ ５ ５ ５ ５ ６ １ １ ２

教頭･船長 ３ '５ ５ ５ ５ ５ ５ ６ １ １ ２

事務長 ４ '５ ５ ５ ５ ５ ５ ６ １ １ ２

主幹教諭 ５ '４ ４ ４ ５ ４ ６ ６ ２ ２ ３

指導教諭 ６ '４ ４ ４ ４ ５ ６ ５ ２ ３ ３

教諭(S3） ７ '４ ４ ４ ４ ４ ５ ５ ２ ４ ４

教諭(Ｓ２） ８ '３ ３ ３ ５ ６ ５ ４ ３ ４ ４

教諭(Ｓ１） ９ '２ ２ ２ ６ ６ ４ ４ '４ ５ ５

導教員 1０ '４ ４ ４ ６ ５ ６ ４ ２ ２ ３

；讃教諭(Ｓ３） 1１ '４ ４ ４ ４ ４ ５ ５ ２ ４ ４

i議教諭(Ｓ２．１） 1２ '３ ３ ３ ５ ５ ５ ５ ３ ４ ４

|養教諭(Ｓ３） 1３ '４ ４ ４ ４ ４ ５ ５ ２ ４ ４

栄養教諭(Ｓ２．１） 1４ '３ ３ ３ ５ ５ ５ ５ '３ ４ ４

学校栄養職員 1５ '３ ３ ３ ５ ６ ５ ３ '３ ４ ５

主任実習助手･譲師 1６ １４ ４ ４ ４ ５ ６ ３ '２ ４ ４

実習助手(Ｓ３） 1７ '３ ･３ ３ ５ ６ ５ ３ １３ ４ ５

実 ;助手(Ｓ２．１） 1８ 1２ ２ ２ ５ ６ ５ ３ １４ ５ ６

士頂に空 )全i曽釘虹昌 1９ １４ ４ ４ ４ ６ ５ ３ '２ ４ ４

寄宿舎 導員 Ｓ３） 2０ 1３ ３ ３ ６ ４ ６ ３ 1３ ４ ５

寄宿舎#旨導員 Ｓ２．１） ２１ 1２ ２ ２ '６ ４ ６ ３ 1４ ５ ６

学校事 職員 総括羊係） 2２ 1４ ４ ４ '６ ４ ６ ５ '２ ２ ３

学校事務職員 主任） ２３ 1４ ４ ４ '６ ４ ５ ５ '２ ３ ３

学校事務職員 主幹） 2４ '４ ４ ４ '５ ５ ５ ５ '２ ３ ３

学校事務職員 主査） ２５ ３ ３ ３ '４ ６ ５ ５ '３ ４ ４

学校璽霧職昌（羊婁） ､２６ ２ ２ ２ '４ ６ ５ ５ '４ ５ ５

支師･技能員 ２７ ３ ３ ３ '５ ６ ５ ３ ３ ４ ５

11貝 ２８ ３ ３ ３ '５ ６ ５ ３ ３ ４ ５

指導主事 ２９ ４ ４ ４ ’５ ６ ６ ５ ２ ２ ２



Ⅱ昇給制度の運用

１昇給区分決定のスケジュール

（１）市町村立学校

|繭霧鐡’ (参考）人事評価制度

鶴
市町村教育長

○昇給内申書の提出
添付：勤務実績調書（第２号様式）

県教育長

○昇給内申書の確認（小中学校課）

○休暇情報の確認（教育政策課、小中学校課）

○状況報告書の確認（教育政策課、小中学校課）

○市町村教育長との調整（小中学校課）

○昇給区分の登録（教育政策課）

○データの確認（教育政策課）

］
みの人頭評価番及び昇給内申香に変更が生じた場合

拉_量
評価書の変更申出書（第４号様式）の提出
付：人事評価書２部

市町村教育長

内申変更書（第５号様式）の提出
付：勤務実績調書、人事評価書１部

↓

※提出済

○人事
添

○昇給
添

県教育長
|鰄露’

○昇給の決定

３

↓

市町村教育長・校長

○人事評価書の作成(基理日２月１日）

〆、

埜量

○人事評価実施状況報告書の提出
添付：人事評価書２部

Ｌ]

「、

市町村教育長

○人事評価実施状況報告書の提出
添付：人事評価書１部
Ｌ」

市町村教育長

○人事評価報告醤（第１号様式）の作成依頼

／、

撞一量

○人事評価報告書の提出(校長以外）

ﾐノ

県教育長

○昇給内申書(第３号様式)の提出依頼及び昇給区
分Ｉ Ⅱの昇給割合の提示（教育政策課）



（２）県立学校

(参考）人事評価制度
県教育長．

○人事評価報告書（第１号様式）の提出依頼

（教育政策課）

|鱸i霧鬮

校長

○人事評価報告書の提出（校長以外）

県教育長

○人事評価書の確認、調整（高等学校課・特別

支援教育課）

○勤務実績調書（第２号様式）の作成（高等学

校課・特別支援教育課）

○休暇情報の確認（教育政策課、高等学校課）

○状況報告書の確認(教育政策課､高等学校課）

○高等学校課、特別支援教育課による調整

○昇給区分の登録（教育政策課）

塵 ］鰯
みの人取評価書に変更が生じた場合

校長

評価書の変更申出書(第４号様式）の提出
付：人事評価書１部

|繭蕊’

４

1Z量

○人事評価書の作成(基牢日２月１日）

〆、

越量

○人事評価実施状況報告書の提出
_添付：人事評価書１部

し,ノ

○昇給の決定

県教青長



２昇給区分決定のための手続

（１）市町村立学校

ア昇給内申書の提出依頼等

県教育長(教育政策課）は､市町村教育長に対し１月３１日までに､所属名、所属コード、

全職員（再任用職員、臨時的任用職員、非常勤職員を除く）の氏名、職員番号、年齢等を
あらかじめ記載した人事評価報告書（第１号様式）及び勤務実績調書（第２号様式）を添

付のうえ、昇給内申書（第３号様式）の提出を依頼するとともに、昇給区分Ｉ及びⅡの目

標割合を通知します。

イ人事評価報告書の提出

①市町村教育長は、管内の校長に適当な提出期日を付して人事評価報告書の提出を依頼
します。

②校長は、人事評価書（２次評価）の評点を人事評価報告書に転記するとともに、人事

評価の対象外となった者について対象外欄へ○を付し、特記事項欄へ対象外となった理
由を記入したうえで、指定期日までに市町村教育長に提出します。

ウ勤務実績調書の作成

①市町村教育長は、人事評価報告書に基づき勤務実績調書を作成します。

②市町村教育長は、ウエイト付き評点及び人事評価結果に基づいて、昇給区分欄に昇給
区分（Ｉ～Ｖ）を記入します.（イの②において対象外となった者のうち、公務災害又は
通勤災害による病気休暇、休職によるものを含む｡）

エ昇給内申書の提出

①市町村教育長は､作成した勤務実績調書の昇給区分に基づき昇給内申書を作成します。

なお、昇給区分Ｉ、Ⅱについては県教育長が示した目標割合の範囲内において内申す

るものとします。

②市町村教育長は、昇給内申書に勤務実績調書を添付し、２月２８日までに県教育長（教
青政策課）へ提出します。

オ提出済みの人事評価書及び昇給内申書に変更が生じた場合

①校長は、３月１５日までに、人事評価書の変更申出書（第４号様式・市町村立学校用）
を市町村教育長に提出します。

②市町村教育長は、①に伴い、提出済みの昇給内申書について変更が必要と判断した場

合には、昇給内申変更書（第５号様式）を、３月２０日までに県教育長（教育政策課）へ

提出します

（２）県立学校

ア人事評価報告書の提出依頼

県教育長（教育政策課）は、校長に対し１月３１日までに、所属名、所属コード、全職員

（再任用職員、臨時的任用職員、非常勤職員を除く）の氏名、職員番号、年齢等をあらか

じめ記載のうえ、人事評価報告書（第１号様式）の提出を依頼します。

イ人事評価報告書の提出

校長は、人事評価書（２次評価）の評点を人事評価報告書に転記するとともに、人事評

価の対象外となった者について対象外欄へ○を付し特記事項欄へ対象外となった理由を記

入したうえで、２月１５日までに県教育長（高等学校課、特別支援教育課）へ提出します。

ウ勤務実績調書の作成

①県教育長（高等学校課、特別支援教育課）は、人事評価報告書に基づき勤務実績調書

を作成します。

②県教育長は、ウエイト付き評点及び人事評価結果に基づいて、昇給区分欄に昇給区分

（Ｉ～Ｖ）を記入します。（イにおいて対象外となった者のうち、公務災害又は通勤災害

による病気休暇、休職によるものを含む｡）

なお、昇給区分Ｉ、Ⅱについては定められた目標割合の範囲内において記入するもの

とします。

エ提出済みの人事評価書に変更が生じた場合

校長は、人事評価書の変更申出書（第４号様式・県立学校用）を、且月２０日までに県教

５



青長（高等学校課、特別支援教育課）に提出します。

３病気休暇、休職、欠勤等の状況の把握

県教育委員会は、昇給区分の決定に当たって、評定対象期間内の病気休暇や休職、欠勤等

の状況を確認する必要があるため、別途、市町村教育長に休暇情報の提出を、県立学校の校

長については給与システムでの情報の登録を依頼します。

４研究員等の勤務成績の把握

次に掲げる者の勤務成績の把握については、「昇給制度における勤務成績の評定について

（内規)」に定める状況報告書により行うものとします。

①研究員（教育研究所に勤務する職員）

②研究生（高知県教育センター・高知県心の教育センターで研究する職員）

③大学院派遣教員・留学生（派遣対象大学院で研究する職員、大学等で研修する職員）

④民間派遣教員（現任教頭等民間派遣研修・中堅教員民間派遣研修による派遣職員）

⑤在外教育施設派遣職員（日本人学校等への派遣職員）

⑥外国教育施設日本語指導教員

⑦マレーシア政府派遣留学生予備教育派遣教員

⑧高知県教育センターで６月以上研修する職員

５昇給区分の決定

（市町村立学校）

①県教育委員会は繭市町村教育長から提出された昇給内申書の内容を確認するとともに、

３の病気休暇等の情報及び４の状況報告書を確認します。

②必要に応じ昇給内申書の内容について、市町村教育長との調整を行います。

③内申の確認後、昇給区分を給与システムに登録します。

④昇給内申変更書が提出された場合には、市町村教育長に内容を確認し調整を行い、必要

に応じて登録データの修正をします。

⑤最終的な登録データを確認のうえ、県教育長が昇給区分を決定します。

（県立学校）

①県教育委員会は、作成した勤務実績調書の内容を再確認するとともに、３の病気休暇等

の情報及び４の状況報告書を確認し、昇給割合等について調整します。

②昇給区分を給与システムに登録します。

③校長から人事評価結果の変更の申し出があった場合には、内容を確認し調整を行い、必

要に応じて登録データの修正をします。

④最終的な登録データを確認のうえ、県教育長が昇給区分を決定します。

その他

この要領に定めるもののほか、高知県公立学校職員の昇給区分の決定に関し必要な事項は

県教育長が別に定めます。

６

附則

この要領は、管理職員については平成１９年１月１８日から施行します。

ただし、管理職員以外の職員については、平成１９年４月１日から適用します。

附則

この要領は、平成２１年４月１日から適用します。

附則

６



この要領は、平成22年４月１日から適用します。

附則

この要領は、平成２３年４月１日から適用します．

附則

この要領は、平成24年月日から施行します。

ただし、管理職以外の職員については、平成25年４月１日付け昇給から適用します。

７

.■



第１号様式人事評価報告書
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人事評価報告書
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第３号様式昇給内申書

第３号様式

昇給内申書

平成年月日

高知県教育長様

市町村(学校組合)教育長画

平成年度の職員の昇給について、勤務実績調書のとおり内申します。

※添付書類：勤務実績調書

９

昇給区分 Ⅱ Ⅲ lＶ Ｖ 計

内申対象者

小学校

中学校

計

校種 人数

内申の対象外の者

小学校

中学校

計



第４号様式人事評価書の変更申出書

町村立学校用

第４号様式

人事評価書の変更申出書

平成年月日

市町村(学校組合)教育長様

学校長印

平成年月日作成の人事評価醤について､変更したいので別添のとおり下記の職員の

人事評価書を提出します。

記

県立学校用

第４号様式

人事評価書の変更申出書

平成年月日

高知県教育長様

学校長印

平成年月日作成の人事評価書について､変更したいので別添のとおり下記の職員の

人事評価書を提出します。

記

10

職名 氏名

職名 氏名



第５号様式昇給内申変更書

第５号様式

昇給内申変更書（平成年４月１日昇給分）

平成年月日

高知県教育長様

国市町村（学校組合）教育長

平成年度の昇給内申を次のとおり変更します。
□

変更の内訳

※添付書類：勤務実績調書（変更後のもの)、人事評価書（変更後のもの）

昇給区分 Ⅱ ''１ 1Ｖ Ｖ 計

内申対象者

小学校

中学校

計

学校名 職名 職員番号 氏名

変更前

の昇給

区分
変更内容

変更銭

の昇給

区分



第６号様式

高知県公立学校職員の昇給区分に関する郵送開示請求書

平成年月日

高知県教育長様

開示請求者

所属

職員番号

職名

氏名③

連絡先（）

私の平成年４月昇給区分に関する勤務実績調書の郵送開示を請求します。

記

１前年度の所属等

①所属

②職↓名

２添付書類

（１）本人確認書類（次のいずれかの写し。提出する□にチェック）

□運転免許証の写し

□旅券（パスポート）の写し

□健康保険証（公立学校共済組合組合員証）の写し

（２）８０円分の切手を貼り、送付先を所属とした返送用封筒(長３定形封筒(23cm×12cm)）

※簡易書留による郵送を希望する場合は《３８０円分の切手を貼ってください。

1２



(作成例)人事評価報告書
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２
１
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⑬
伯
⑱
｜

＆
伯
且
■
は
好
守
好
一

“
”
四
”
率
”
幽
幽
函
一

１
２
３
４
５
０
７
８
９



(作成例）昇給内申書

第３号様式

昇給内申書

平成年月日

高知県教育長様

市町村(学校組合)教育長国

平成年度の職員の昇給について、勤務実績調書のとおり内申します。

①+②は勤務実綱調醤の人数と一致

※添付書類：勤務実績調書

1４

興鬮鰹応じた人數に鍵

、■

昇給区分 Ⅱ ⅡＩ Ⅳ Ｖ 計

内申対象者

小学校

中学校

計

１

０

１
▲

３

２

５

1２

６

1８

１

０

１

０

０

０

1７

８

２５①

校種 人数

内申の対象外の者

小学校

中学校

計

１

０

１②千



(作成例）昇給内申変更書

第５号様式

昇給内申変更書（平成年４月１日昇給分）

平成年月日

高知県教育長様

国市町村（学校組合）教育長

平成年度の昇給内申を次のとおり変更します。

変更の内訳

※添付書類：勤務実績調書（変更後のもの)、人事評価書（変更後のもの）

1５

昇給区分 Ⅱ Ⅱ１ lＶ Ｖ 計

内申対象者

小学校

中学校

計

１

０

１

３

２

５

1３

６

１９

０

０

０

０

０

０

1７

８

2５

学校名 職名 職員番号 氏名

亜亜前

の昇給

区分
変更内容

変亜醤

の昇給

区分

○○小 教諭 567890 ◇◇◇◇ ''１
基岫日以降に人事評価を変更すべき○○の

＄由が生じたことに伴い､変巫が必要と判断し

たもの

ｌＶ



○昇給制度に係る人事委員会規則・通知の概要

【昇給制度の概要】

１昇給日

毎年４月１日（研修、表彰による昇給及び特別の場合の昇給を除く｡）

２勤務成績の証明

昇給は、昇給日前１年間の勤務成績について、職務を監督する地位にある者の証明を得

て行わなければならない。 }ま昇給しない。）

※「証明が得られない職員」とは、昇給日前１年間の全部又は大部分を勤務していないこ

とにより勤務成績を判定することができない職員をいう。

勤務成績の証明は、勤務評定記録書その他その者の勤務成績を判定するに足ると認め

られる事実に基づいて行うものとする。

３昇給区分及び昇給の号給数

（１）管理職の範囲

管理職を２つの職員層(特定職員･管理職員)に区分し､職員層毎に昇給幅を設けて実施。

※学校関係には､特定職員に該当する職はなし。

（２）昇給の区分及び昇給号給数

ア昇給させる号給数は、勤務成績の証明に基づく昇給区分に応じて決定する。

イ人事交流等による採用者等の昇給号給数は、期間による割落とし前の号給数を超え

ない範囲内で、部内の他の職員との均衡を考慮して決定する。

ウ規定の昇給数により昇給すれば、職務の級の最高号給を超えることとなる職員の昇

給号給数は、最高号給までの号給数とする。

〔昇給区分毎の昇給号給数〕

注昇給号給数欄の（）は、５５歳に達した日以後の最初の３月３１日を超えて在職する職員

の昇給号給数を表す。

1６

昇給区分 Ｉ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ｖ

成績区分 極めて良好 特に良好 良好 やや良好でない 良好でない

昇給号給数

(注参照）

8号給以上

(４号絵以上）

６号絵

(３号絵）

４号給

(２号給）

2号給

(１号絵）
昇給しない



昇給区分の判定尺度

(1)昇給区分に関する基準

ア上位の昇給区分に関する基準

昇給区分を決定する職員の総数に占めるＩ又はⅡの昇給区分に決定する職員の数の

４

を目標としなければならない。

Ｉ(極めて良好)＝5％Ⅱ(特に良好)＝20％

割合は、

※人事委員会の定める割合

I又はⅡの昇給区分に決定する職員の昇給号給数の合計は、

鐘iRkを超えてはならない。
※人事委員会の定める号給数

号給数＝（職員の定数×5％×８号給)＋(職員の定数×20％×６号給）

（注）職員の定数からは､｢退職予定者｣、「再任用職員｣、「最高号給到達者｣など、

昇給制度が適用されない職員が除外される。

◎上位の昇給区分の適用例（人事委員会通知）

1７

【昇給区分Ｉの適用例】

①繁忙度、緊急度、困難度等が高い業務を遂行し、特に高く評価できる成果を挙

げた場合

②組織における重要度が高い業務を遂行し、組織としての成果の向上に特に顕著

な貢献をした場合

③高度の知識経験等を必要とする業務を適切に遂行し、特に顕著な業務処理能力

の伸長が認められる場合

④その他、仕事の成果、仕事に向かう姿勢、目標達成への努力又は県政への貢献

度等が特に優れ、他の模範となる仕事ぶりであると認められる場合

【昇給区分Ⅱの適用例】

①繁忙度、緊急度、困難度等が高い業務を遂行し、高く評価できる成果を挙げた

場合

②組織における重要度が高い業務を遂行し、組織としての成果の向上に顕著な貢

献をした場合

③高度の知識経験等を必要とする業務を適切に遂行し、顕著な業務処理能力の伸

長が認められる場合

④その他、仕事に向かう姿勢、目標達成への努力又は県政への貢献度等が優れ、

申し分のない仕事ぶりであると認められる場合

〔留意事項〕

○過去にＩ又はⅡの昇給区分に決定された回数（平成18年３月31日以前に特別昇

給を受けた回数を含む。）、前回これらの昇給区分に決定された時期等に過度に

とらわれないようにすること。

○職員の年齢が昇給号給数が抑制される年齢に達したこと等を考慮して、その代

替措置としてＩ又はⅡの昇給区分を適用するようなことはしないこと。

○定員等に応じた割合に過度にとらわれることなく、より勤務成績の良好な職員

又は公務に対する貢献が顕著な職員がＩ又はⅡの昇給区分に決定されるように

すること。



イ下位の昇給区分に関する基準

◎昇給区分,v、ｖの取扱い基準（人事委員会規則・通知）

【昇給区分Ⅳ（勤務成績がやや良好でない）の基準】

① 以外の事由によって、昇給日前１年間(以下「基準期間」人事委員会の定める事由

という。）の６分の１に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員

②基準期間において、減給処分(その対象となった事実の勤務成績に及ぼす影響の

程度が軽微であると認められるものに限る｡）又は戒告処分（昇給区分Ｖの基準に

該当するものを除く｡）を受けた職員

③基準期間において､訓告その他の矯正措置の対象となる事実（勤務成績に及ぼす

影響の程度が軽微でないものに限る｡）があった職員

④基準期間において、３日以上の日数を正当な理由なく勤務を欠いた職員（勤務を

欠いた時間が１日の勤務時間の一部である場合であっても､その回数が３回に達す

るごとに１日として取り扱う｡）

⑤基準期間において、その者の職務について監督する地位にある者から注意､指導

等を受けたにもかかわらず､勤務成績が良好でないことを示す明白な事実が見られ

た職員

〔⑤の適用例〕

ア注意、指導等を受けたにもかかわらず鵬怠により担当職務を遂行せず、これに

より行政サービスに支障を生じさせ､又は他の職員の業務負担を増加させた場合

イ注意、指導等を受けたにもかかわらず、職務遂行上軽微ではないミスを犯し、

これにより関係者との信頼関係が損なわれるなど､職務遂行に悪影響を及ぼした

場合

1８

〔注１人事委員会の定める事由〕

①年次有給休暇、特別休暇及び組合休暇

②公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病よる病気休

暇、病気休職

③職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例第１条の２の規定によ

る休職

※学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設において、職務に関連す

る学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合(派遣条例によ

る外国派遣の場合を除く。）

※水難、火災その他の災害(公務上又は通勤による災害に限る。）により、

生死不明又は所在不明となった場合

④外国派遣職員及び公益法人等派遣職員の派遣

〔注２日数の算定方法〕

基準期間の６分の１（２分の１）に相当する期間の日数は、「週休日｣、「祝

日法による休日等」及び「年末年始の休日等」を除いた現日数により算定す

る。（その日数に１未満の端数があるときは、１日に切り上げる｡）

また 、． １時間を単位とする病気休暇等の時間を日に換算するときは、８時

・間をもって１日とし、換算結果を合計した後に生ずる１日未満の端数は、切

り捨てる。



ウ注意、指導等を受けたにもかかわらず、部下の職務遂行状況の把握・指導、育

成機会の付与、健康への配慮等が十分でなく、結果として組織における業務能率

を低下させた場合

エ注意､指導等を受けたにもかかわらず､勤務時間中に複数回にわたって職務と

無関係の行動を行うなど、職務を怠る事実が常態的に見られた場合

オ注意、指導等を受けたにもかかわらず、職責に応じた職務遂行（例えば、他部

局等との連絡調整、与えられた業務の企画・立案、遂行及び成果等）が十分に果

たせず、結果として組織における業務能率を低下させた場合

力その他、注意、指導、助言等を受けたにもかかわらず勤務成績が良好な職員と

同等の評価をすることができない仕事ぶりであると認められる場合

【昇給区分Ｖ（勤務成績が良好でない）の基準】

以外の事由によって､基準期間の２分の１に相当する期① 人事委員会の定める事由

間の日数以上の日数を勤務していない職員（昇給区分Ⅳの①の注１，２参照）

②基準期間において、停職処分、減給処分（昇給区分Ⅳの基準に該当するものを除

く｡）又は戒告処分（その対象となった事実の勤務成績に及ぼす影響の程度が著し

いと認められるものに限る｡）を受けた職員

③基準期間において、５日以上の日数を正当な理由なく勤務を欠いた職員(勤務を

欠いた時間が１日の勤務時間の一部である場合であっても､その回数が３回に達す

るごとに１日として取り扱う。）

④基準期間において､その者の職務について監督する地位にある者から注意､指導

等を受けたにもかかわらず､勤務成績が良好でないことを示す明白な事実が見られ

た職員でその態様が著しいもの

〔④の適用例〕

昇給区分Ⅳの適用例アーカのうちその態様が著しいものが挙げられる。

ウ昇給基準の適用に係る特例的な取扱い（人事委員会規則・通知）

上記イの表に掲げた昇給区分Ⅳ又は昇給区分Ｖの適用については、勤務成績を総合
殉に

ときは、あらかじめ人事委員会と協議して、上位の昇給区分（Ｉ及びⅡを除く｡）に決
一

定することができる。

※参考人事委員会通知

「勤務成績を総合的に判断した場合にⅣ又はＶの昇給区分に決定することが著

しく不適当であると認められるとき」とは、下位区分の決定基準に該当することと

なる基礎事実がないものとした場合には、Ｉ又はⅡの昇給区分に決定されることと

なる場合で、その者の昇給区分をⅣ又はＶに決定した場合には著しく公平を欠くこ

ととなるときとする。

この場合、人事委員会への協議においては、下位区分決定基準に該当することと

なる基礎事実がないものとした場合に昇給区分をＩ又はⅡに決定し得る具体的か

つ客観的な事実を明示するとともに､昇給区分をⅣ又はＶに決定した場合には勤務

成績の総合的な判定として著しく公平を欠く理由を明示するものとする。

エ人事委員会への報告（人事委員会通知）

上記イの表の昇給区分Ⅳの③⑤及び昇給区分Ｖの④として取り扱ったときは、当分

の間、その概要を速やかに人事委員会に報告するものとする。

1９



５研修、表彰による昇給

kか人彗ユゴー員竺旦

’①人事委員会の指定を受けた研修に参加し、その成績が特に良好な場合
②職務遂行上特に功績があったことにより、表彰を受けた場合
③廃職又は過員を生じたことにより退職する場合

６特別の場合の昇給

勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は
著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ

人事委員会の承認を得て、人事委員会の定める日に、昇給をさせることができる。

７最高号給を受ける職員の適用除外

昇給に関する規定は、（昇給させようとする日において）職務の級の最高号給を受ける職
員には、適用しない。

８昇給の記録及び通知

昇給については、その実施状況を適切に記録してお‘

また、次の場合は、職員にその根拠となる規定を文烹

ア職員の昇給区分をＩ若しくはⅡに決定した場合

イ職員を昇給させなかった場合

ウ職員の昇給区分をⅣ若しくはＶに決定した場合

ついては、その実施状況を適切に記録しておくものとする。

次の場合は、職員にその根拠となる規定を文書で通知するものとする。

2０



○昇給制度に関する苦情の申出及びその取扱いについて

昇給制度に関する苦情の申出及びその取扱いに関する要綱

（目的）

第１条この要綱は、勤務成績に応じて昇給区分の決定が行われる昇給制度において、決定さ

れた昇給区分に関して苦情のある職員の苦情の申出及びその取扱いについて必要な事項を定

め、昇給制度の公正性、公平性の確保に資するとともに、制度の適正な運用を図ることを目

的とする。

（苦情の申出ができる者）

第２条この要綱に基づき苦情の申出ができる者は、公立学校職員の給与に関する条例（昭和

２９年高知県条例第３７号）第２条及び技能職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和３２

年高知県条例第56号）第２条に定める職員とする。

（苦情申出の方法）

第３条自己の昇給区分に関して苦情のある職員（以下「苦情申出者」という｡）は、高知県公

立学校職員昇給制度苦情審査会（以下「苦情審査会」という｡）に苦情を申し出ることができ

る。

２前項の規定により苦情を申し出るときは、苦情申出書（第１号様式）を高知県教育委員会

事務局教育政策課（以下「事務局」という｡）に提出するものとする。

３苦情の申出ができる期間は、毎年５月１日から３０日以内とする。

（苦情の審査）

第４条苦情審査会は、職員から提出された苦情申出書について審査するものとする。

２苦情審査会は、昇給区分を決定した者（以下「苦情の対象者」という｡）に昇給区分の決定

理由等に関しての報告を求めるものとする。

３苦情の対象者は、前項の規定に基づき第２号様式により昇給区分の決定についての報告を

しなければならない。

４苦情審査会は必要に応じて、苦情申出者及び苦情の対象者から事情聴取することができる

ものとする。

５苦情申出者が前項の規定に基づき事情聴取に応じる場合は、職務に専念する義務の特例に

関する規則（昭和２７年高知県人事委員会規則第１号）第２条第１４号の規定により、その職

務に専念する義務の免除を申請することができる。

（審査結果通知）

第５条苦情審査会は、審査結果を第３号様式により苦情申出者に、第４号様式により苦情の

対象者に通知するものとする。

（苦情対応の終了）

第６条苦情対応は、審査結果の通知をもって終了する。

２前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、苦情対応を終了する。

（１）申出者が申出事案について、勤務条件に関する措置の要求に関する規則（昭和２６年高知

県人事委員会規則第４号）第２条の規定に基づく措置の要求をしたとき。

（２）申出者が苦情の申出を取り下げたとき。
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（苦情審査会の非公開）

第７条苦情審査会は、非公開とする。

（守秘義務）

第８条委員及び事務局職員は、苦情申出者の職及び氏名、苦情の内容その他の苦情対応に関
し職務上知るに至った秘密を苦情対応に関係のない者に漏らしてはならない。

（不利益取扱いの禁止）

第９条職員は、苦情審査会に対して苦情の申出を行ったこと、事情聴取に応じたこと等によ
り、不利益な取扱いを受けることはない。

（雑則）

第１０条この要綱で定めるもののほか、苦情対応に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附則

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。
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第１号様式（第３条関係）

苦情申出 書

平成 年 月 日

高知県公立学校職員昇給制度苦情審査会会長様

⑳苦情申出者（氏名）

（所属）

（職名）

（連絡先）

同席者（氏名）

（住所）

⑳

昇給制度に関する苦情の申出及びその取扱いに関する要綱第３条に基づき、昇給区

分の決定に関して苦情を申し出ます。

１昇給の区分

（）号給昇給平成年月日決定

２苦情を申し出る理由
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第２号様式（第４条関係）

昇給区分の決定理由について（報告）

平成 年 月 日

高知県公立学校職員昇給制度苦情審査会会長様

高知県教育長

平成年月日付けで○○学校○○○○から提出された苦情申出書の内容に

対して、下記のとおり報告します。

記

ﾛ
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第３号様式（第５条関係）

昇給区分に係る苦情申出に対する審査結果通知

申出者氏名様

高知県公立学校職員昇給制度苦情審査会会長

平成年月日付けで申出のありました苦情に関する審査の結果は、下記のとおり

です。

記

審査結果及び理由１

審査会意見２
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第４号様式（第５条関係）

昇給区分に係る苦情申出に対する審査結果通知

○○○○課長様

高知県公立学校職員昇給制度苦情審査会会長

平成年月日付けで○○学校○○○○から申出のありました苦情に関する審査の

結果は、下記のとおりです。

記

審査結果及び理由

審杏会意見２
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苦情対応要領

第１趣旨

この要領は、昇給制度に関する苦情の申出及びその取扱いに関する要綱（以下「要綱」と

いう｡）の実施に関し、必要な事項を定める。

第２苦情申出の手続

１昇給区分に関して苦情のある職員（以下「苦情申出者」という｡）が苦情の申出をしようと

するときは、あらかじめ電話等により高知県教育委員会事務局教育政策課（以下「事務局」

という｡）に連絡し、苦情申出書（要綱第１号様式）の持参日時その他必要な事項（以下「日

時等」という｡）について調整しなければならない。

２事務局は、日時等の調整結果を文書により前項の苦情申出者に通知する。

３前項の規定により通知を受けた職員は、指定された日時に、苦情申出書に必要な事項を記

入し、自ら持参して事務局に提出しなければならない。

４苦情申出者から苦情を申し出るときや事情聴取に応じるときに第三者を同席させたい旨の

意思表示があった場合は、１名の同席者を認めることとする。

５同席者は、苦情申出者の申出に関して知り得た秘密の保持を厳守することについて、誓約

書（別紙様式）を提出しなければならない。

第３苦情申出書の処理

１要綱第４条第２項に規定する苦情の対象者は、苦情申出者の属する校種に応じて小中学校

課長、高等学校課長及び特別支援教育課長（以下「関係課長」という｡）とする。

２事務局職員は、関係課長に苦情申出内容について状況を聴取するものとする。

３関係課長は、要綱第４条第３項に規定する第２号様式により昇給区分の決定理由等につい

て事務局に報告しなければならない。

第４事案の審査

１高知県公立学校職員昇給制度苦情審査会（以下「苦情審査会」という｡）は、申出事案の内

容について、苦情申出書及び苦情の対象者からの報告に基づき事実確認を行い、苦情申出が

正当な申出であるか、昇給区分の決定が客観性をもって行われているかどうかを審査する。

２苦情審査会は、審査結果及び理由を付して苦情申出者、苦情の対象者に意見を述べるもの

とする。

第５職務専念義務の免除

１要綱第４条第５項の規定により、苦情審査会の事情聴取に応じる場合は、校長は、職務専

念義務免除承認申請書を提出させるものとする。

２校長は、前項の規定により申出者から職務専念義務免除の承認申請があったときは、事情

聴取に必要な時間について承認するものとする。

附則

この要領は、平成１９年４月１日から施行する。
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(別紙様式）

誓約書

高知県公立学校職員昇給制度苦情審査会会長様

苦情申出者の申出に関して知り得た秘密の保持を厳守することを誓約します。

ｑ

氏名 印

住所
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高知県公立学校職員昇給制度苦情審査会設置要綱

（目的）

第１条この要綱は、昇給制度において勤務成績に基づき決定される昇給区分について、苦情

を有する職員から申出のあった苦情の内容を審査するため、高知県公立学校職員昇給制度苦

情審査会（以下「苦情審査会」という｡）を設置するとともに、苦情審査会の組織及び運営に

関し必要な事項を定めるものとする。

（組織）

第２条苦情審査会は、委員６名で組織する。

２委員は、教育長が委嘱する。

３苦情審査会に会長及び副会長を置く。

４会長及び副会長は、それぞれ委員の互選によって決定する。

５会長は、苦情審査会の会務を総括する。

６副会長は、会長を補佐し､･会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理

する。

（任期）

第３条委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任

期は、前任者の残任期間とする。

（会議）

第４条苦情審査会の会議（以下「会議」という｡）は、会長が招集し、進行は会長が務める。

会長が出席できないときは、副会長が代理する。

２苦情審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

（庶務）

第５条苦情審査会の庶務は、教育委員会事務局教育政策課において処理する。

（委任）

第６条この要綱に定めるもののほか、苦情審査会の運営に関し必要な事項は、会長が苦情審

査会に諮って定める。

附則

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。
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昇給制度における苦情対応の流れ

①昔１Nの申出

隠壽> 芒竺〉
申出者

苦情の対象者③綴告･説明

<二コ
(文脈提出）

:｜巽:;＞

芒ニツツ

皿ＩｎＥＨ

対象者：

全公立学校教職員 (県教育委員会）

鱸査結果通知

⑤

3０

苦情審査会

．申出看､県教書等からの状況聴取

･昔１１１内容の審騒･通知

．申出者からの受付､噸潟処理

Ｏ構成萎圓(6)

民間人４

市町村教育長１

校長１

事務局(教育政策課）


